
 国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、十分な保険者支援を 

行うことを求める意見書 

 

 ２０１８年４月から国民健康保険制度は都道府県単位の運営に移行した。 

国民健康保険制度改革の目的は、同制度の基盤安定化を図ることにある。そのために国

は保険者支援制度など財政支援や、新たな基金造成に加えて、制度移行の保険料（税）

の激変緩和措置の活用を市町村に求めている。しかし、他方では市町村が行う決算補填

等を目的とした一般会計法定外繰入の削減・解消を求めている。 

このような改革は、結果的に市町村や被保険者に新たな負担増を招きかねず、制度改

革の趣旨を損ねることにもなる。 

都道府県単位化後も、保険料の賦課・徴収や窓口負担減免制度などは市町村が被保険

者個々の事情に応じて決定することに変わりはない。市町村の自主性を堅持するために

も、国の財政支援は重要である。 

医療費に占める国庫補助金の割合は、１９８２年には５０％あったが、２０１５年度

は３７％となっており、国民健康保険制度の安定化のためには国庫負担の抜本的増額は

不可欠である。 

国においては、国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、市町村が保険料（税）

を引き上げることのないよう、十分な保険者支援を行うことを求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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